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暮らしの情報
お
　
知
　
ら
　
せ

人
権
擁
護
委
員
が 

　
　
　
　
委
嘱
さ
れ
ま
し
た

　

10
月
１
日
付
け
で
人
権
擁
護
委
員
の
委

嘱
の
発
令
が
あ
り
ま
し
た
。

　

小
橋　

敞
膺　

さ
ん
（
羽
茂
村
山
）

　

人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人

権
を
擁
護
す
る
た
め
、
皆
さ
ん
の
身
の
回

り
で
起
き
た
困
り
ご
と
や
心
配
ご
と
等
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘

密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

新
潟
地
方
法
務
局
佐
渡
支
局　
　

　

☎
74
―
３
７
８
７

特
設
人
権
相
談
所
を
開
設
し
ま
す

　

皆
さ
ん
が
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
こ

れ
は
人
権
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
感

じ
て
お
悩
み
に
な
っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

当
日
は
、
公
証
事
務
（
新
潟
地
方
法
務

局
佐
渡
支
局
）
の
担
当
者
も
い
ま
す
の
で
、

遺
言
な
ど
の
相
談
も
お
受
け
で
き
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま

す
。
予
約
制
の
相
談
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
会
場
に
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　
11
月
22
日
㈫
午
前
９
時
～
正
午

会
場　
赤
泊
総
合
文
化
会
館

　
　
　
（
赤
泊
２
４
５
８
）

相
談
担
当
者

　

人
権
擁
護
委
員　
　
　

永
井　

学

　

人
権
擁
護
委
員　
　
　

本
間　

直
美

　

法
務
局
職
員
支
局
長　

鈴
木　

次
男

お
問
い
合
わ
せ

　

新
潟
地
方
法
務
局
佐
渡
支
局

　

☎
74
―
３
７
８
７

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド

を
ま
だ
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
へ

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
お
知
ら
せ
す
る
た
め

の
「
通
知
カ
ー
ド
」
を
平
成
27
年
11
月
か

ら
簡
易
書
留
に
て
送
付
し
ま
し
た
が
、
郵

便
局
の
保
管
期
限
を
過
ぎ
た
「
通
知
カ
ー

ド
」
は
市
役
所
へ
返
戻
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
市
役
所
市
民
生
活
課
に
お
い
て

保
管
し
て
い
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
受
け

取
り
に
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

★	

通
知
カ
ー
ド
受
け
取
り
の
際
に
持
参
す

る
も
の

【	

世
帯
主
ま
た
は
同
一
世
帯
人
が
受
け
取

り
に
来
る
場
合
】

１�　

窓
口
に
来
る
人
の
旅
券
、
住
基
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
等
官
公
署
発
行
の
顔

写
真
付
き
身
分
証
明
書
１
点
。

　

�　

ま
た
は
、
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、

社
員
証
、
学
生
証
等
２
点
。

２　

印
鑑

【
代
理
人
が
受
け
取
り
に
来
る
場
合
】

（
１
～
３
す
べ
て
必
要
）

１　

委
任
状

２�　

本
人
の
旅
券
、
住
基
カ
ー
ド
、
運
転

免
許
証
等
官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き

身
分
証
明
書
１
点
。

　

�　

ま
た
は
、
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、

社
員
証
、
学
生
証
等
２
点
。

３�　

代
理
人
の
住
基
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
等
官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
身
分

証
明
書
１
点
。

　

�　

ま
た
は
、
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳
、

社
員
証
、
学
生
証
等
２
点
。

４
．
代
理
人
の
印
鑑

受
取
場
所
・
日
時

　

市
役
所
本
庁
舎
１
階

　

市
民
生
活
課
戸
籍
係
（
６
番
窓
口
）

　

�

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時
30
分
（
祝
日
、
年
末
年
始
除
く
）

お
問
い
合
わ
せ

　

市
役
所
市
民
生
活
課　

戸
籍
係

　

☎
63
―
５
１
１
２

～
建
設
副
産
物 

　
　
　
知
恵
と
技
術
で
リ
サ
イ
ク
ル
～ 

「
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
」
を 

　
　
　
　
　
推
進
し
て
い
ま
す

　

建
設
産
業
で
は
、
建
設
リ
サ
イ
ク
ル
法

に
基
づ
き
、
再
生
資
材
と
し
て
利
用
で
き

る
特
定
の
建
設
廃
棄
物
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト

塊
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
塊
、
木
材
な
ど
）
の

「
分
別
解
体
」
と
「
リ
サ
イ
ク
ル
」
を
積

極
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
一
方
で
は
依
然
と
し
て
建
設

廃
棄
物
の
不
法
投
棄
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

公
共
工
事
に
限
ら
ず
、
一
般
家
屋
の
解

体
な
ど
の
際
に
は
、
業
者
に
適
正
な
分
別

解
体
・
再
資
源
化
を
促
す
な
ど
、
市
民
の

皆
さ
ま
に
お
か
れ
て
も
、
建
設
リ
サ
イ
ク

ル
の
推
進
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ

　

�

北
陸
地
方
建
設
副
産
物
対
策
連
絡
協
議

会
事
務
局
（
北
陸
地
方
整
備
局
企
画
部�

技
術
管
理
課
教
習
係
）

　

☎
０
２
５
―
２
８
０
―
８
８
８
０

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：

http://w
w
w
.hrr.m

lit.go.jp/gijyutu/
fukusanbutu/
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